
 
 
報告第 2 号 専決処分事項の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について） 
 

正 

場所 概要 相手方の 
住所氏名 

愛⻄市早尾町川並
〇〇〇〇 

愛⻄市早尾町川並地内の交差点で、水
槽付ポンプ車が左折するとき、安全確
認が不⼗分であったため、⺠地内のコ
ンクリート製の土台を跳ね上げ、相手
方に物的損害を与えたもの 

愛⻄市早尾町川並〇
〇〇〇 
 

 

誤 

場所 概要 相手方の 
住所氏名 

愛⻄市早尾町南川
並〇〇〇〇 

愛⻄市早尾町南川並地内の交差点で、
水槽付ポンプ車が左折するとき、安全
確認が不⼗分であったため、⺠地内の
コンクリート製の土台を跳ね上げ、相
手方に物的損害を与えたもの 

愛⻄市早尾町南川並
〇〇〇〇 

 
 
 


